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☆ 今月も笑顔（スマイル）でスタート 
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皆さん、中国の春節のお休みはいかがでしたか？3 年ぶりの制限なしの春節休みだったので、中国の人たちの中に

は、ふるさとで春節を迎える人も多かったようです。まずは何よりです。 

では転じて、世界経済はというと、悲観的見方が多いようです。国際通貨基金（IMF）や世界銀行は、世界経済の見通し

悪化に懸念を示しています。IMF は昨年 10 月に、ロシアのウクライナ侵攻、エネルギーや食品価格の高騰、インフレ、

金利の上昇という要因により、2023年は状況が深刻に悪化する可能性を警告し、今年の世界経済成長率の予測を 2.7%

に下方修正し、アジアの経済成長の見通しも引き下げました。また世界銀行も今月の報告の中で、世界の経済成長は

急激に悪化している、という見方を示しています。そのような中で、中国の専門家が、中国経済を回復させるには、どうし

たらよいかの提言をしています。１人は中国の不動産デベロッパー中房集団の理事長の孟暁蘇氏で、彼は「第三届南

方財富峰会」において、「2022 年に、中国国民の銀行預金は 15 万億元増加した。もしこの 3 分の 1 の資金が、不動産

の購入やリフォームに回ったら中国経済は回復する！」とインタビューの中で述べていました。次に中国銀行保険監督

管理委員会の郭樹清主席は、「総所得の内、可能な限り不動産や車などの消費や投資を促す」と述べています。しかし

肌感覚では、中国国民もこの 3年間で、財布のひもはかたくなっているのではないでしょうか。15万億元の預金増加は、

それを表れているのではないでしょうか。そして、中国の大手銀行の招商銀行の2021年の財務報告書によれば、1.96％

の顧客の資産が、顧客総資産の 82.15%を有していることが報告されています。この 1.96％の顧客が、2023 年に中国国

内で、どれだけ投資や消費をするにかかっていますね。 

次に 1 月は、中国の人口が減少したという発表がありました。60 年代以来、初めて人口がマイナスになったことになり

ます。公表されたデータによれば、2022年の中国の出生人口は 956万人で、死亡人口は 1,041万人とのことです。一般

的に経済成長の実現は、人口ボーナスによると言われています。人口ボーナスとは、生産年齢人口（15～64 歳）に対す

る従属人口（14歳以下の年少人口と 65歳以上の老年人口の合計）の比率が低下し、経済成長を促すことです。人口ボ

ーナス期では豊富な労働力を背景に個人消費が活発になる一方、高齢者が少なく社会保障費用が抑えられるため、経

済が拡大しやすくなります。人口の面ででも中国の経済は転換期を迎えていると思います。3 月から新しい体制となる中

国の 2023年の経済対策に注目していきましょう。 

 

では今月も笑顔（スマイル）でスタートしましょう！ 

 

 

今年は癸卯年です 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 



中国経済情報  

 

2022年中国の輸出は７％増 前年から大幅鈍化 

中国税関総署が１月 13 日発表した 2022 年通年の貿易統計（ドル建て）によると、輸出は 7.0％増の 3 兆 5,936 億ド

ル（464 兆円）だった。伸び率は約 30％増だった前年から鈍化した。22 年後半を中心に、世界的に景気悪化の懸念が

高まったことを受けて欧米向けなどが伸び悩んだ。輸入も、感染拡大を徹底的に食い止める「ゼロコロナ」政策に基づく

移動制限の影響で微増にとどまった。輸出の品目別では、自動車などが大幅に伸びた一方で、家電や携帯電話などが

前年割れをした。国・地域別では、米国や欧州連合（ＥＵ）向けが１桁台の伸びに留まったのに対し、東南アジア諸国連

合（ＡＳＥＡＮ）向けは 17.7％増と 2桁台の伸びを確保した。輸入は、1.1％増の 2兆 7,160億ドルであった。伸び率は約

30％増の前年から大きく縮小した。ゼロコロナ政策の下で防疫措置が強化されて消費が悪化したほか、工業生産にも影

響を与えたことが響いた。輸出と輸入を合わせた輸出入総額は 4.4％増の 6兆 3,096億ドルだった。 

国・地域別では、ロシア向けの拡大が目立った。輸出は 12.8％増、輸入は 43.4％増だった。日米欧などがロシアに経済

制裁を科しているのに対し、中国はエネルギーの輸入を中心に活発な貿易が続いている。 

また、22 年 12 月の世界全体への輸出は前年同月比 9.9％減の 3,060 億ドル、輸入は 7.5％減の 2,280 億ドルだった。

足元で世界経済の減速懸念が強まっていることを受け、米国向けなどの輸出が低迷している。輸入は、防疫措置の急

激な緩和を受けて中国各地で感染者が急増し、消費が落ち込んだとみられる。 

23 年の中国の輸出入を巡っては、防疫対策の緩和や世界経済の減速懸念が影響するとみられる。税関総署の呂大良

報道官は１月 13 日の記者会見で、今年の輸出入について「現在、中国経済の回復の基盤は、まだ堅固ではなく、外部

環境は激動しており、世界経済の下押し圧力が絶えず増大している。中国の貿易は依然として多くの困難に直面してい

る」という懸念を示した。 

 

詳細について、下表をご覧ください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

マクロ経済情報 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

中国の生産者物価、昨年 12月もマイナス－コロナ感染急拡大の中 

中国の生産者物価が昨年 12 月も下落する一方、消費者物価の伸びは拡大した。新型コロナウイルスを徹底的に抑

え込む「ゼロコロナ」政策の事実上の終了で、工場の操業に支障が出たが、活動の重しとなっていた移動制限は解除さ

れた。国家統計局が１月 12 日に発表した 2022 年 12 月の生産者物価指数（ＰＰＩ）では、前年同月比 0.7％下落。ブル

ームバーグ集計のエコノミスト予想中央値は 0.1％低下、11月は 1.3％下落であった。 

一方、消費者物価指数（ＣＰＩ）は前年同月比 1.8％上昇と、エコノミスト予想と一致した。11 月（1.6％上昇）からは伸びが

拡大した。変動の大きい食品とエネルギーを除くコアＣＰＩは 0.7％上昇。前月まで 3カ月連続で 0.6％上昇していた。 

 

詳細については、下表をご覧ください。 

 





 



会計・税務情報 

 

 

全面的なデジタル化の電子発票（以下「全電発票」という）の使用普及を継続して推進するため、国家税務総局上海

市税務局は、2022年 10月 26日に「全面的なデジタル化の電子発票の受領試験の更なる展開に関する公告」（国家税

務総局上海市税務局公告 2022年第 4号）を発表しました。 

主な内容は以下の通りです。 

 

1.2022年 11月 7日より、上海市納税者は四川省の試験納税者が電子発票サービスプラットフォームを通じて発行した

発票を受け取ることができる。この発票には、「増値税専用発票」という文字を記載する全電発票、「普通発票」という文

字を記載する全電発票、紙の増値税専用発票及び紙の増値税普通発票（折畳票）を含む。 

 

2.全電発票の普及進捗と試験のスケジュールに基づき、電子発票サービスプラットフォームを通じて発行された発票の

試験地区の範囲を、順次全国に拡大し、具体的な範囲拡大時期は、各試験地区の省級税務機関の公告に準ずる。上

海市の納税者は新規追加された発票発行の試験地区の納税者が発行した発票を受け取ることができる。 

 

3.全電発票試験のその他の事項は、依然として「全面的なデジタル化の電子発票の受領試験の拡大に関する公告」（国

家税務総局上海市税務局公告 2022年第 2号）の規定に基づき執行する。 

 

4.本公告を 2022年 11月 7日より施行する。 

 

法務情報 

 

 
１．はじめに  

2022 年 12 月 26 日、中国中央政府は「ゼロコロナ」政策を廃止し、今年 1 月 8 日に「新型コロナウイルス感染

「乙類乙管」実施全体計画」を発して、3 年にわたる新型コロナウイルス感染に対する「乙類甲管」及び「隔離管理」の

規制は終了し、「乙類乙管」の実施に改められ、新型コロナウイルス感染者に対する隔離措置は実行されないものとな

った（以下「疾病流行管理新政」という）。これをもって、中国はまさに「アフターコロナ」に入ったということができる。こ

の新政は、企業の労働管理にどのような影響をもたらすのか。企業は労使紛争を避けるため、どのような労働管理措

置を講じ、どのような問題に注意する必要があるのか。新型コロナ流行及び管理・抑制措置はコスト上昇、需要収縮等

の経営上の問題を企業にもたらし、今後も人員削減の風潮になると予想されるが、企業はそれに起因する集団的な

労使間紛争をどのように最大限度において回避するのか。  

新年を迎え、我々は、企業が一般に関心を寄せる以上のような問題について、弊所の経験に基づき実務的な意見を

読者に提示し、参考に資するものとしたい。 

 

2. 「甲管」から「乙管」への変更と関わる労働問題  

（1） 新型コロナウイルス感染のため出勤不能となった従業員に対する賃金の支給 

2023 年 1 月 8 日前において国が新型コロナウイルス流行に対して行っていたのは「乙類甲管」の特殊政策であ

り、新型コロナウイルス感染者及び濃厚接触者に対する強制隔離措置が要求されていたため、従業員が隔離治療期

間若しくは医学観察期間にあり、又は政府による隔離措置その他緊急措施の実施のために正常な勤務及び正常な

労働の提供ができなくなった場合、企業はなお、当該労働者が正常に勤務し正常に労働を提供する事情下の基準に

基づいて賃金を支給しなければならなかった。しかし、1 月 8 日における「乙類乙管」の実施以降、国は新型コロナ

ウイルス感染者に対する強制隔離措置を取り止め、新型コロナウイルスに感染した従業員が治療又は休養のため出

勤不能となった場合、企業は疾病休暇賃金基準に基づいて同人に賃金を支払いさえすれば足りるものとなった。 

具体的な疾病休暇賃金基準は、実際に労働者を使用する場所（一般に労働契約に定める実際の勤務地による）の

地方規定に基づいて確定する必要がある。たとえば、江蘇省、浙江省及び上海市において、「疾病休暇賃金の計算 
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に関する上海市労働社会保障局の公告」の下、上海市の疾病休暇賃金は、各従業員の勤続年数に基づき同人の賃

金の 60％～100％が支払われるのに対し（上海市の前年度月平均賃金を超えるときは、上海市の年度月平均賃金

によることができる）、「江蘇省賃金支払条例」及び「浙江省企業賃金支払管理弁法」は、現地最低賃金基準の 80％

以上でなければならないものと、その下限のみを定める一方、企業の社内規定又は労働契約/集団契約等にそれより

高い基準が定められているときはその限りでないとしている。 

（2） 新型コロナウイルスに感染した従業員の管理 

「乙類甲管」の期間において、従業員は、居住区居民委員会等が発する在宅隔離証明書があれば、皆勤待遇を受

けることができたが、1 月 8 日以降、大多数の企業の社内規則及び運用慣習の下、従業員は、病院の印が押された

疾病休暇証明書のほか、場合によっては受診記録も提出する必要があり、それにより初めて疾病休暇を取得し、その

待遇を受けることができる。しかし、現在の病院の医療リソース逼迫の程度及び現状に鑑み、従業員の観点からすると、

受診及び疾病休暇に関する証明書の取得を強制すると、妥当性及び人間性に欠けるものとなる。それゆえ、現時点

においては、臨時の管理規定を定め、新型コロナウイルスに感染した従業員に対しては、抗原検査や PCR 検査の

結果が提出されれば、一定の日数の疾病休暇を認めるといった対応をすることが提案される。 

また、国が 1 月 8 日より新型コロナウイルス感染者に対する強制隔離を要求しなくなったことから、一面において、

従業員は、疾病休暇の待遇が比較的低いとき、病状が最も重い 2～3 日が経過した後に職場復帰し、あるいは病状

が軽ければ病気を押して勤務するという選択をすることができ、他面において、企業は、早期の全面的な操業再開を

希望しうるが、回復していない従業員の職場復帰による一定程度の感染拡大が懸念される。これについて、国及び地

方政府が具体的な規定を定めるまで、既述の疾病休暇規則と同じく、従業員職場復帰の基準は企業の自主的な従

業員管理権限の範囲に属すると考えられ、企業においては臨時管理規定等を制定して対応することが提案される。 

疾病休暇規則、職場復帰基準等に関する既述の管理規定について、従業員の休憩休暇、労働報酬等と関わるこ

とから、企業は制定時に民主的な手続を履行しなければならず、労働契約法 4 条は、「使用者は、労働報酬、労働

時間、休憩・休日・休暇、労働上の安全衛生、保険及び福利厚生、従業員研修、労働規律並びに労働ノルマ管理等

の労働者の切実な利益に直接関わる規則制度又は重大事項を制定し、修正し又は決定する場合には、従業員代表

大会又は従業員全体の討論を経て、試案及び意見を出し、労働組合又は従業員代表と平等に協議を行い、これを

確定しなければならない。規則制度及び重要事項決定の実施過程において、労働組合又は従業員が不適切である

と判断した場合、使用者に申し出て、協議を通じてこれを修正し改善する権利を有する。使用者は、労働者の切実な

利益に直接関わる規則制度及び重要事項の決定を公示し、又は労働者に告知しなければならない。」と定めている。

労働契約法、関連する司法解釈及び多くの判例は、労働者の切実な利益に直接関わる社内規則の制定、修正、廃

止等について全従業員の完全な同意を取得することまで要求しておらず、これらの規定及び我々の経験を総合する

と、企業が既述のような管理規定を定めるにあたっては、少なくとも次の手続を履行する必要がある。 

 

ⅰ 従業員代表大会又は従業員全体と討論して、制度に対する意見を収集する。 

ⅱ 労働組合と協議して制度の内容を確定する。 

ⅲ 実行する制度の内容を全従業員に公示し、送達し、公表する。 

 

これらの手続の 1 つでも欠落すると、企業の社内規則の法的効力が発生せず、これにより、企業が社内規則に基

づいて行った人事決定が有効な根拠の欠如を理由に無効となるおそれがある。臨時管理規定の早期制定が必要で

あることを考慮すると、これらの手続は適宜簡略化することが考えられるが、従業員との紛争を極力回避するためには、

規定内容は可能な限り合理的なものとすることが求められる。 

 

3. 人員削減及び法令を遵守したその方法  

中国法上、労働契約解除の方法には、合意解除、労働者の一方的な通知による解除（辞職）、労働者による一方

的な即時解除（企業に違法がある場合）、企業による一方的な即時解除（従業員に法定の過失がある場合）、企業の

一方的な通知による解除（従業員の業務不適任、医療機関の満了、客観的状況の重大な変化等）、経済的人員削減

（リストラ）等がある。弊所が取り扱った案件からみて、実務においては経済的人員削減の運用は多大な困難を伴うこと

から、大部分の案件においては、法定の経済的人員削減の要件を充足していてもその方法を用いることはせず、多

用されているのは多種の解除方法を総合的に運用するものである。 

人員削減の平穏な推進のため、企業においては、まず初期段階で各解除方法の適用事由、手続上の要求、法的

根拠等を整理するとともに、各種対象従業員の解除策及び補償案を事前に検討したうえで入念に準備する必要があ

る。具体的には、次に掲げる対応を講じることが提案される。 

 



（1） 当回の削減規模（人数、所在部署/職務、勤続年数、過去 12 か月の課税前平均賃金、「三期」、「労災」、「職業

病」、「疾病休暇」等の特殊事情の有無など）、削減の日程（段階的削減の要否、各回の削減対象者の離職可能な

時期及び最終的な離職の時期など）、補償の予算等の基本情報を事前に整理すること 

（2） 上記（1）を基礎として、合意解除、客観的事情の重大変化、経済的人員削減など 2 種又は 3 種の解除方法を組

み合わせた推進計画のほか、各従業員（特に特殊事情のある従業員）に対応する異なる解除対応案を策定するこ

と 

（3） 具体的な実施の過程において、労働組合及び/又は従業員から寄せられた意見に基づき、対応案の適時調整や

実際の状況に基づく別の解除方法を導入すること 

以下においては、従業員削減案件において採用する主な解除方法について概説する。 

 

方式 1：合意解除 

中国法上、企業と従業員は合意の後に労働契約を解除することができ、契約解除、経済補償、賠償金等について双

方が締結した契約は、法律又は行政法規の強制規定に違反せず、詐欺、脅迫又は他人の困難に付け込む事情も存在

しない場合、有効と認定される。また、合意解除の最大の長所は、適用対象につき法律規定による限制を受けないとい

う点にある。妊娠、労災、職業病、疾病休暇等の特殊事情を有する従業員を含め、労使間の合意さえあれば、企業は制

限されることなく労働契約を解除することができる。もちろん、実務においては通常、これらの特殊な事情のある従業員

には一定額の追加的な経済補償が行われ、公平性及び人道性への配慮もなされている。 

労働契約の合意解除は、労働紛争の発生を最大限に回避することができ、企業にとって最も穏当な人員削減方法で

あるが、補償金額が企業と従業員との交渉によって定まる点が短所となり、双方が合意に達しなければ合意解除を実現

することはできず、人員削減のコストも相対的に比較的高額となる。 

 

方式 2：客観的状況の重大な変化に基づく一方的解除 

アフターコロナの時代において、多くの企業が「新型コロナウイルス流行による経営困難」をもって「客観的状況の重

大な変化」が成立するとし、それを理由に従業員を削減しようと考えている。現在の司法実務において、一部の地域には

特定業種（飲食業、旅行業など）の企業にそれを理由とする人員削減を認められる判例が確かに存在するとはいえ、全

般的には、「客観的状況の重大な変化」は依然として労働法の領域おける曖昧な概念に留まり、労働仲裁委員会及び

裁判所に認められない可能性が高いと考えられる。労働契約法 40 条は、「次に定める事情のいずれかがあるときは、

使用者は、労働者に対して 30 日前までに書面をもって通知することにより、又は労働者にその 1 か月分の賃金を追

加で支払うことにより、労働契約を解除することができる。‥‥（三）労働契約の締結時に根拠となった客観的な状況に

重大な変化が発生したために労働契約の履行が不能となり、使用者及び労働者が協議しても労働契約の内容の変更

について合意に達することができないこと」と定めている。この「客観的な状況」の認定基準について、現時点における比

較的確定的な法律文書は主に「〈労働法〉の若干の条文に関する労働部の説明」（労弁発〔1994〕289 号）であり、その

第 26 条によると、「企業の移転、吸収合併、会社資産の移転等、不可抗力の発生その他労働契約の全部又は一部の

条項の履行を不能とする状況の出現であって、本法第 27 条に定める客観的状況（経済的人員削減に関する事情）を

除くもの」とされている。さらに、大部分の地域には、「客観的状況」の意味をより明確化する具体的な地方規定又は判決

の指針が存在しないため、各地の労働仲裁委員会及び裁判所には、これらが同一の地域に属していても、「客観的状

況の重大な変化」の適用に関する判断基準の不一致が生じている。 

このように、「客観的状況の重大な変化に基づく一方的解除」は、理論上、企業において一方的に決定することができ、

従業員が納得しない場合においても、その同意を得ずに、法定の基準に基づいて従業員に経済補償金を支払った後、

同人との労働契約を解除することができる。しかし、従業員が企業の主張する解除理由を認めない場合、労働紛争に発

展するリスクが高い。仮に労働仲裁又は訴訟において、企業の主張する解除理由が仲裁委員会又は裁判所により「客

観的状況の重大な変化」とは認められない場合には、「不当解雇」が成立するものとして、従業員との雇用関係が回復さ

れ、又は 2 倍の経済補償金（賠償金）を支払う必要がある。 

 

方式 3：経済的人員削減 

経済的人員削減は、これら 3 つのうち、所要時間が最も長く、手続上の要求が最も複雑な方法である。労働契約法 

41 条によると、20 人以上の人員を削減し、又は 20 人未満ではあるが企業の従業員総数の 100 分の 10 以上を削

減する必要があるとき、使用者は、30 日前までに労働組合又は全従業員に状況を説明し、労働組合又は全従業員の

意見を聴取した後に、人員削減計画を労働行政部門に報告することにより、それを行うことが可能となる。換言すると、経

済的人員削減の過程においては、（1）30 日前までに労働組合又は全従業員への説明を行うとともに、これらの意見を 

 



聴取すること、（2）人員削減計画を労働行政部門に報告すること、これら 2 つの手続を踏まなければならない。 

これら 2 つの手続は簡単なようであるが、実務においては所在地の労働行政部門（通常は企業が所在する区・県の

社会保険基金管理局の労働関係科であるが、各地政府の組織構造により異なることが考えられる）の要求が異なるため、

比較的大きな困難と遭遇することが多い。たとえば、前述した（1）の手続に関して、一部地域の労働行政部門は、労働

組合又は全従業員から書面により意見を聴取することを企業に要求するが、労働組合又は全従業員が協力を拒否した

ときはどのように対応すべきか。また、（2）の手続に関して、一部地域の労働行政部門は、直近 3 年の赤字を累計した

財務報告の提出を企業に要求し、これを受けて初めて従業員削減計画を承認しているが、新型コロナウイルスの流行以

降の実務においては、労働行政部門が企業の従業員削減計画の受領を拒み、又は先送りするケースのほか、人員削

減に先立ってまずは労働組合又は全従業員と減給等の計画について交渉し、それが決裂した後に初めて人員削減を

行うことができるという特殊な要求を企業に対して行うケースも見受けられる。 

このように、法令においては、経済的人員削減の補償基準及び手続のいずれについても明確な規定が定められてい

る一方で、実務運用においては、地方によって政策上の要求が異なるため、経済的削減による解除方法の採用を検討

する際には、事前に企業所在地の労働管理当局の理解・協力を得るためそれとの十分な意思疎通を保つことが提案さ

れる。 

 

4. おわりに  

紙幅の制限ゆえ、アフターコロナ時代の労働問題に関し、上述の 2 つの観点から解説を行った。「ゼロコロナ」政策

の廃止と隔離規制の終了は中国経済や企業経営にプラスの影響を与える一方、「乙類甲管」などの労働政策に関する

規定が必ずしも明確ではない。このような中、企業がその労働管理において適切に対応しない場合には、労使紛争が

生じる可能性が極めて高いと予想される。また、コロナ禍の影響により、経営難の局面に遭遇し、やむを得ず人員削減を

行う必要のある企業も少なくないが、社会安定を最優先とする今の中国では、大規模な人員削減は決して容易ではなく、

入念な検討と事前準備が必要である。 

情報提供：金杜法律事務所 

 

特別連載読み物 

 

 

 

 

第 87回 ：「へぼ社員、“奥ゆかしさ！” と、“（仕事を）なにもしない！” を履き違え、 

社員は、“無風！” のままで時が過ぎ、会社は、“暴風雨！” の真っただ中！！」 
 

昔々、私が現役時代の役員になって間もない頃の話です。 役員会で、社長から、“責任を果たしていない！” と指

摘されている役員 Aさんが、その話題の約 10分間（会議中、ず～っと指摘され続ける 10分間は、結構長いと思うので

すが）、その間ずっと、下を向いたまま、自分の手をいじっているのです。 そのうち、その話題が終わり、何もなかったよ

うに、会議は次の話題に入っていき、A さんは責任を問われることもなく、会議は終了しました。 
その間の役員 A さんはまさに、 “奥ゆかしい人” そのものの姿でした。新人役員だった私は、その会議に出席してい

て、指摘され続けた役員の “へナマずるい姿勢” も、それを、 “ただのお話し事！” で済ませてしまうトップの姿勢も、

不思議な風景としてみながら、「経営って、そんな甘いもんやないはず！？」・・・と思っていました。（その後まもなく、私

は中国駐在で、本社を留守にしたのですが）そんな風土のままで経営が執行され続けていた会社は、その数年度、私の

中国滞在中に、経営危機に陥ってしまいました。 まさに、会社は “暴風雨” にさらされる結果になっていったのです。 

目的意識もなく、無為に過ごす人間の「無責任」を許す風土では、今は “無風” でも、後に必ず、“暴風雨” に見舞わ

れる！・・当たり前の事ですね。皆さんも、ご自身や、周囲の人の意識・動きに、常に関心を持っていただきたいものです。    

 

 

 

 

 

 

上海市、全面的なデジタル化の電子発票の受領試験を展開 

(お問い合わせ先) 

上海満意多企業管理諮詢有限公司 

〒200336  上海市長寧区 延安西路 2201 号  

上海国際貿易中心 2415 室 

TEL: +86-21-6407-0228   FAX :+86-21-6407-0185 

E-mail: info@shmydo.com  URL: http://shmydo.jp 

 

ナニワのおっちゃん経営道！ 

≪新コーナー≫ 社会人・企業人としての「ものの見方・みえ方」について語る！ 

mailto:info@shmydo.com
http://shmydo.jp/

